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保護者の皆様 へ

新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応について

緊急事態宣言対象地域指定の状況下、学校における濃厚接触者等の特定や臨時休業の判断についてお

知らせします。いつ・どこで感染が確認されるかわからない状況です。いざというときに備えてくださ

い。

なお、地域の感染状況や大田原市教育委員会及び保健所（県北健康福祉センター）等の指導によって、

対応が異なる場合もありますのでご理解ください。引き続き感染症予防に対する行動要請(不要不急の

外出自粛等)を守り、警戒度に応じた行動で感染症予防をお願いします。

１【ＰＣＲ検査を受けた・濃厚接触者になった・陽性者になった】場合
校内における集団感染のリスクを低減するためには、正確な情報を速やかに学校へ連絡していただく

ことが大切です。偏見やいじめには十分配慮して取り扱いますので、正確な情報提供をお願いします。

(1) 通常の学校業務日は、学校(0287-28-1014)へ連絡する。

(2) 土・日・祝日等は、学校代表(長谷川教頭 090-2732-0553)へ連絡する。

２【学校で感染者が確認された】場合

プライバシーに配慮して取り扱います。

(1) 陽性者（感染者）は、治癒するまで（登校許可となるまで）出席停止とする。

(2) 濃厚接触者等の特定について

ア 感染者本人は、行動歴等、情報収集のための聞き取り(ヒアリング)に協力する。

イ 濃厚接触者周辺の検査対象者は、濃厚接触者や検査対象者特定のための候補者リスト作成に協

力する。

(3) 校内の濃厚接触者等の候補範囲は、感染者の感染可能期間(発症２日前)から入院、退院、療養

等の解除基準を満たすまでの期間)に該当する者である。

・感染者と同居又は長時間の接触があった者

・感染者の飛沫に直接触れた可能性の高い者

(１メートル以内の距離で互いにマスク無しで会話された場合は時間の長さを問わずに濃厚

接触者に該当する場合がある。)

・手で触れることのできる距離(目安として１メートル)で、必要な感染予防対策無し(鼻マス

ク・あごマスク等)で感染者と１５分以上の接触があった者



(4) 校内の濃厚接触者周辺の検査対象となる者の特定について

・感染者と同一の学級の児童生徒

・感染者と同一の部活動に所属する児童生徒

・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等

※ 上記(3)、(4)候補の速やかな判定が困難な場合は、判明した感染者が1人でも、感染症状況によ

っては、原則として感染者が在籍する学級等、全ての者を検査対象とする場合もある。

3【臨時休業の範囲・条件】
学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校医の助言、大田原市教育委員会・県北健康福祉

センターの指導のもと、臨時休業を行います。感染判明から症状発症まで、最大14日、多くは5日と長

いため、臨時休業を行ったとしても感染拡大が広がる可能性もあります。

(1) 臨時休業

ア 濃厚接触者等の特定→検査結果の判明→全体把握までの期間 概ね、数日～１週間程度

イ 校舎内の清掃・消毒等に要する期間

(2) 学級閉鎖

ア ５日～７日程度（感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響を踏まえて判断）

イ 下記のいずれかに該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合

・同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合

・感染が確認された者が１名であっても、周囲に未診断のかぜ症状を有する者が複数いる場合

・１名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合

・その他、大田原市教育委員会が必要と判断した場合

(３) 学年閉鎖の期間

ア 複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合

(４) 学校全体の臨時休業

ア 複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

４【その他】
今後も、地区内の感染状況に応じて、感染リスクの高い活動の見直しや緩和を随時検討しながら、学

校教育活動を継続していきます。これまでの感染症予防対応の詳細や今後の対応につきましては、「親

園中連絡メール」や「親園中学校ホームページ」で確認をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別・いじめ・誹謗中傷等は、生徒本人及びそのご

家族に対しても絶対にあってはいけません。日ごろからお子様の心身状況の把握と心のケアに努め、偏

見・いじめ等が発生しないようご配慮ください。新型コロナウイルス感染症に関連したストレス等も同

様に、早期発見・早期対応をお願いします。お子様で気になることがありましたら、学校へお知らせく

ださい。


